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《個人研究 (2011年度-2012年度)>>

戦前期日本の軍法務官の実体的研究
一軍法務官193人の実名とその配属先をめぐって一

西川伸一*

Who was “Judge Advocate (Homukαn)" in Prewar Japan? 

NISHIKA W A， Shin-ichi 

はじめに

戦前期の日本には特別裁判所のーっとして、軍事司法そ担う軍法会議が存在していた。 1922(大.iE

11)年(1)4月1日に施行された陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号) (以下、陸会)および海

軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号) (以下、海会)の下では(2)、通常その法廷は判士とよばれ

た4人の武官と法務官と称されたl人の文官の合計5人から構成されていたは)。この法務官こそ司

法官試補の資格(現在の法曹資格にほぼ相当)をもっ法律の専門家であった。それに着目したのが前

稿(西JII2013)である。

軍部にあって軍法会議は内部統制装置の役割を期待されていた。軍部内の「法治」を守るため、軍

法会議の法廷での唯一の法曹として軍法務官(4)は重責を果たさなければならなかった。前稿は軍法

務官経験者の「肉声」を紹介することから説き起こして、その制度的特徴と限界を論じた。

前稿の末尾で、私は「今後の課題」として「軍法務官を「匿名」集団ではなく、彼らを個別具体的

に把握することである。そのためには、『官報J、『職員録』その他の客観的データから、彼らー人ひ

とりのキャリアパスを解明する作業を行って、軍法務官の個別的な「正体」を確定していきたい」と

書いた(同:186-187)。

本稿はこの作業の中間報告である。具体的には、軍法務宮とはだれであったのか、さらに彼らはど

申政治経済学部教授

(1)ふだん私は書いたものでも元号は使わないが、本稿では使宜上「西暦(元号)年」という記法を用いる。さらに、

表1-37、40-52では『官報Jからの紙記ミスを防ぐため、すべて元号で表記した。
(2)もちろん、軍法会議それ自体は陸会・海会の施行以前から存在していた。陸軍は1882(明治15)年9月に、海軍
はlお4(明治17)年3月に軍法会議を設置した。
(3)正確にいえば、軍法会議は常設軍法会議と特設軍法会議に大別され、常設軍法会議の上告審である高等軍法会議

の法廷構成は判士3人と法務官2人であった(陸会第51条・海会第52条)。また、特設軍法会議では判士2人と法
務官l人という法廷構成も可能であった(陸会・海会第47条)。

(4 )小川 (2000)の書名にも「軍法務官」が用いられているが、「軍法務官」は通称であり、官名としては「陸軍法

務官Jおよび「海軍法務官」という。また、隆会および海会では「法務官」も用いられている。本稿では文脈に応
じていずれかを取っている。
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この軍法会議にいっ配属されたのか。これらの把握を本稿は目指した。

そのため、「国立国会図書館デジタルコレクション」が提供する『官報J(http://dl.ndl.go. 

jp/#kanpo) r本号」に掲載される「叙任及辞令」欄を1号1号丹念に当たり、軍法務官に就任した
者の個人名とその配属先を記録していった。私の『官報』検索作業は、軍法務官制度が発足した1922

(大正11)年4月1日を起点として、 2.26事件が起こった年である1936(昭和11)年の3月末日まで

進んだ。ちょうど15年間分になる。軍法務官就任者の15年間分の経歴データベースから、彼らの「正

体Jにどれだけ迫れるであろうか。

*旧漢字は原則として新字体に改めた。ただし、人名については正字(旧字体)を生かしたものもある。

1 軍法務官193人の実名の解明

軍法務官経験者が回想録などを遺しており(小川 2000馬場 1985)、当然そこには同僚た、った軍法

務官の実名が登場する。あるいは、『陸海軍将官人事総覧Jには、陸軍法務部21人(外山編 1981a: 

556-557)と海軍法務科9人(外山編 1981 b : 352-353)の氏名と略歴が掲載されている。だが、書

名の「将官人事」が示すように、ここには軍法務官が文官から武官制に変わった1942(昭和17)年4

月以降の法務官(5)しか挙がっていなし、やはり、網羅的に軍法務官の氏名を知るためには『官報J

を調べるほかない。上記の15年間にわたってその作業を行った結果、後掲の表1および表2に示した

193人の実名が判明した。陣憲法務官152人(本稿対象期間にはまだ、陸箪法務官試補だった者も含む)

および海軍法務官41人である。法務官の定員は陸軍が77人以内、海軍が32人以内であった(西川

2013 : 168)。

「陸軍法務官」ないし「海軍法務官」で『官報J記事のキーワード検索ができれば、遺j婦は最小限

に抑えることができる。しかし、ウェブ上で閲覧できる戦前版『官報』では「目次」までしかこれを

行えない。(6)そこで、前述のとおり「叙任及辞令」欄を目視で確認していくことになる。当然見落と

しは避けられないので、 193人は確定数とはとても言い切れない。

私の見落としのみならず、『官報』それ自体にも箪法務官人事が未登載の場合が少なくない。たと

えば、海軍法務官の馬場東作は「昭和8年4月に法務官試補を命ぜられた。(略)直ちに横須賀鎮守

府軍法会議赴任を命ぜられた」と書いている(馬場 1985:21)。にもかかわらず、 1933(昭和8)年

4月に発行された『官報』の「叙任及辞令」欄をすべて見ても、この人事は載っていなかった。一方

で、その2年前の1931(昭和6)年4月14日付『官報J第1498号689頁には、次のような記載がある。

従って、『官報』が海軍法務官試補任官者を載せない方針なのではない。

(5 )アジア太平洋戦争開戦後、「統帥ノ要求」から軍法務官を文官から武官制に移行させる陸会および海会の改正法が、

1942 (昭和17)年4月1日に勝行された。これにより「陸軍法務官Jおよび「海軍法務官Jという官名は、「法務官」
という武官が就く職名に変わった。この改正に至る経緯については、西川 (2013: 176-184)。
(6) 日本国憲法施行日以降の『官報』については、有料の「官報情報検索サーピスJ(https:llsearch.npb.go.jp/ 
kanpou/)でキーワ}ドによる記事検索ができる。

ー74-



明治大学社会科学研究所紀要

飯田信一

海軍法務官試補ヲ命ス

海軍法務官試補 飯田信一

東京軍法会議附ヲ命ス

〔四月十三日海軍省Y

* r官報jr叙任及静令」欄では発令月日と省名が記載される。

その上、馬場は「昭和10年2月、海軍法務官に任官される。(略)補職は東京軍法会議法務官であ

り海軍省法務局局員を兼任することになった」と記している(同:26)。とはいえ、これについて『官

報Jには1935(昭和10)年2月28日付第2445号717頁と 3月1日付第2446号20頁に、次の記載がある

のみである。

(第2445号)

.昭和十年二月二十七日

海軍法務官 馬場東作

兼任海軍司法事務官

鍍高等官七等

(第2446号)

海軍司法事務官 馬場東作

補海軍省法務局局員

〔二月二十七日海軍省〕

つまり、馬場の海軍法務官試補から海軍法務官への任官と補職を命じる記事がない。ところが、それ

らが『官報Jに掲載されている場合もある(1933(昭和8)年2月16日付第1838号396頁および423頁)。

(第1838号396頁)

・昭和八年二月十五日

海軍法務官試補 飯田信一

任海軍法務官

鍍高等官七等

(同396頁)

海軍法務官 飯田信一

賜十級俸

補呉鎮守府軍法会議法務官

〔二月十五日海軍省)
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それゆえ、『官報J上判明した193人は暫定数であることを免れない。彼らのキャリアパスを正確に

把握することも困難に近い。次頁以降の表1と表2はこうした「構造的J遺漏を抱えながらも、筆法

務官経験者の氏名、軍法務官試補および軍法務官の任官年月日などを陸海軍別にリストにしたもので

ある。任官日に1922(大正11)年4月1日付が多いのは、下記の条文に従い、それ以前の理事(陸軍)・

主理(海軍)(7)を、辞令を交付せずそのまま軍法務官に任じたためである。

陸会:第540条 本法施行ノ際在官ノ理事ハ別ニ辞令ヲ用キス陸軍法務官ニ任セラレタルモノトス

海会:第543条 本法施行ノ際在官ノ主理ハ別ニ辞令ヲ用ヰス海軍法務官ニ任セラレタルモノトス

識別番号の付番方針は陸軍 (A)・海軍 (N)別に軍法務官任官日111ftとした。同日に任官した場合

は50音順にした。ただし、陸軍の場合、 1922(大正11)年4月l日付の任官者が77人にのぼるが、そ

のうち62人は従来の理事からの横滑りである。残りの14人は前日までの理事試補がこの日に陸軍法務

官試補へと尉1!~ きが変わり、さらに同日に陸軍法務官に任じられた者である。理事試補の陸軍法務官

試補への採用は、|鑑平法務官及海軍法務官任用令(大正10年勅令第98号)附則で次のとおり規定され

ていた。

本令施行ノ際在職ノ理事試補又ハ主理試補ハ別ニ辞令ヲ用ヰス各陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試

補ニ採用セラレタルモノトス

リストでは理事から横滑りした62人 (AOO1-A062)を先に置き、その日に隊軍法務官試補となっ

てただちに陸軍法務官に昇格した14人 (A063-A076)を後に置いて陸軍法務官任官日にホを付して

区別した。本稿では前者を「ルーツメンバー(1) J (以下の表の識別番号をゴシック体に)、後者を「ルー

ツメンバー (n)J (問・イタリックで下線付きに)としてよび分ける。 rJレーツメンバー(I)Jは横

滑りなので、陸軍法務官試補には当然ながら任ぜられていない (A001-A062の「試補任官」のセル

は網掛けになっている)。

海軍では1922(大正11) 4月1日付の任官者は19人いる。同年4月4日付『官報Jには、その日に

主理試補から海軍法務官試補、次いで海軍法務官に佐官したとの人事記録はないので、 N001から

N019までを単に「ルーツメンバーJ(以下の表の識別番号をゴシック体に)と名付けることにする。

軍法務官は終身官なので(陸会・海会第35条)、彼らが退職する際には『官報』に「退職ヲ命ス」

と載ることがある。この記載をみつけた場合は併せて「退職」のセルに入れた。

一方、前出の外山輔(1981a : 556-557)および外山繍 (1981b : 352-353)には、 1942(昭和17)

(7)寧法務官制度導入前の軍法会議は、いずれも将校の判士長1人、判士4人の5入で法廷が構成されていた(陸軍
治罪法・海軍治罪法第11条)。いいかえれば、裁判官は全員武官であった。とはいえ、法律の素人である軍人だけ
では審判事務を行い得ないので、いずれも文官で司法官試補の有資格者である理事(陸軍)、ま理(海単)が軍法

会議に置かれた。理事・主理は容疑者を取り調べ、調書や判決脊の作成に携わった。さらに裁判官ではないが法廷

に列席していた。「理事は軍法会議の中枢であってどんな事務でも関係せぬものはない、文武任lま絶大なものと云

はねばならなぬJと評されている(軍事瞥察雑誌社編 1913: 31)。おそらく主理にあっても同様であろう。
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年4月1日に軍法務官が武官制になって以降の陸軍法務部および海軍法務科の幹部氏名が記載されて

いる。ここに氏名があれば、本稿対象期間を通じて軍法務官だ‘ったことになる。そこで彼らの「退職」

のセルは網掛けをした。ルーツメンバーのうち、 陸軍では16人、海軍では3人がそれに該当する。彼

らが古参軍法務官として軍事司法を支えていったのである。

また、「任陸 (海)軍法務官」という記載なしに、補職だけ 『官報』に記されている例(1922(大

正11)年10月13日付第3061号331頁)や、俸給の号俸だけが出てくる場合(1924(大正13)年11月15

日付第3670号371頁)もある。

(第3061号)

補第一師団軍法会議法務官 陸軍法務官岡村唆児

補第一師団法務部部員 陸軍司法事務官岡村峻児

〔十月十一日陸軍省〕

(第3670号)

陸軍法務官津村幹三

八級俸下賜

〔十一月十一日陸軍省〕

これだけでは任官日が正確に特定できないので、任官日にi?Jを付し、備考欄に補職先ないし号

俸を記入した。

ところで、軍法務官試補には 1年6か月以上の「実務修習Jが義務づけられていた(陸軍法務官及

海軍法務官任用令第3条)。であるから、 1935(昭和10)年以降に陸軍法務官試補に任官した A145

-A152は、本稿の対象期間では陸軍法務官にまだ任用されえない。彼らの「法務官任官」セルの網

掛けはそれを意味している。海軍法務官試補にはそれに該当する者は見出せなかった。陸軍法務官試

補のままで依願退官した者も同様に網掛けを施した。

その他、空欄になっているセルは 『官報』上確認できなかった(私が見落とした)日付である。

表陸軍法務官

識別 No 氏名 試補任官 法務官任官 退職 備考

A001 浅田八十太 Tl1.4.l Tl4.5.l5 

A002 浅野清名 Tl1.4.l 

A003 篤晴興 Tl1.4.l 

A004 新井朋重 Tl1.4.l 

A005 荒井良彦 Tl1.4.l 

A006 飯野謹一 Tl1.4.l 

A007 池田直矢 Tl1.4.l Tl4.5.l5 

巧-
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A008 石田氏幹 Tll.4.l T11.4.4 * *休職
A009 伊東司直 Tll.4.l T14.5.l5 

A010 伊藤政喜 Tll.4.l S7.4.20 

A011 井上清二 Tl1.4.l S8.9.29 

A012 岩越謹一 Tl1.4.l Tl1.4.4 * *休職
A013 大島一 Tl1.4.l Tl4.5.l5 

A014 大国原清美 Tl1.4.l 

A015 大八木喬輔 Tl1.4.l Tl4.4.30 

A016 大山文雄 Tllιl 

A017 小川関治郎 Tl1.4.l 

A018 河内貞蔵 T11.4.l S7.4.21 

A019 河村正克 T11.4.l Tl4ふ31

A020 菊地康吉 T11.4.l 

A021 衣川荘蔵 Tl1.4.l 

A022 黒木喬 Tl1.4.l 

A023 小幡通徳 Tl1.4.l 

A024 小林光二 Tl1.4.l 

A025 小林砂吉 Tllιl S7.4.21 

A026 小檎山武四郎 Tll.4.l S8.9.29 

A027 近藤奥次郎 J T11.4.l 

A028 佐伯藤三郎 Tl1.4.l 

A029 匂坂春平 Tl1.4.l 

A030 佐原寅三郎 Tl1.4.l Tl3.1.21 

A031 津田巌 T11.4.l 

A032 鎮目提一郎 T11.4.l Tl3.1.21 

A033 柴生田鉄・ T11.4.l Tl1.4.l * *休職、.判読不能
A034 島田朋=郎 T11.4.l 

A035 霜島亀太郎 T1l.4.l Tl1.4.l * *休職
A036 杉原理太郎

z 
T1l.4.l 

A037 鈴木重義 Tl1.4.l 

A038 鈴木直太郎 Tl1.4.l S8.l2.20 

A039 鈴木忠純 Tl1.4.l 

A040 竹漂卯一 T11.4.l 

A041 塚本浩次 T11.4.l 
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A042 富山単治 Tl1.4.l S5.5.l5 

A043 中山庸次郎 Tl1.4.1 

A044 生井耕造 Tl1.4.l 

A045 西国寅蔵 Tl1.4.l Tl4.4.30 

A046 根本荘太郎 ゐ Tl1.4.l 

A047 服部国造
v、.、:..泊i 予 o Tl1.4.l Tl4.4.30 

A048 日高己雄 Tl1.4.l 

A049 魔田平五郎 Tl1.4.l Tl4.4.30 

A050 福田光次 Tl1.4.l T14.4.30 

A051 藤井喜一 Tl1.4.l 

A052 藤井全之 Tl1.4.l 

A053 細谷五郎 Tl1.4.l Tl3.l2.11 

A054 堀木常助 Tl1.4.1 

A055 松下英男 Tl1.4.l 

A056 松本慶次郎 Tl1.4.1 Tl3.3.l1 

A057 松本倭文雄 Tl1.4.l 

A058 水野米次郎 Tl1.4.l T14.4.30 

A059 三好次太郎 Tl1.4.l 

A060 山田喬三郎 Tl1.4.l 

A061 湯原綱 Tl1.4.l S7.8.29 

A062 米村精太 Tl1.4.l Tl1.4.4 * *休戦
A063 朝日武敬 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A064 大久保省二 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A065 岡野博一 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A066 神谷貫一 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A067 小山金剛麿 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A068 佐藤一郎 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A069 杉野章信 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A070 高津雄二 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A071 高瀬二郎 Tl1.4.l Tl1.4.l * S9.l2.27 
A072 高塚憲太郎 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A073 田崎龍雄 Tl1.4.l Tl1.4.l * 
A074 日野幹三 Tl1.4.l Tll.4.l * 
A075 矢嶋昌良 Tl1.4.l Tl1.4.1 * 
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A076 山上宗治 T11.4.1 Tll.4.1 * 

A077 告森果 T11.4.18 

A078 岩田真四 Tl1.4.1 T11.6.16 

A079 池田武雄 Tl1.4.1 T11.6.16 

A080 大縁操 Tl1.4.1 T11.6.16 ・

A081 岡田痴一 Tl1.4.1 T11.6.16 

A082 小関正之 Tl1.4.1 Tll.6.16 

A083 白川久雄 Tl1.4.1 Tll.6.16 Tl5.1.30* *依願免本官

A084 中川治安 T11.4.1 Tll.6.16 

A085 三浦健敏 T11.4.1 T11.6.16 S6.3.17 

A086 斎藤克明 Tl1.4.1 T11.8.22? 補第七

A087 柳原文雄 Tl1.4.1 Tl1.8.29 

A088 岡村峻児 T11.10.11? 補第一

A089 柳田新治 T11.11.6? Tl4.4.30 補第四

A090 中村季吉 T11.12.15? T14.4.30 補第五

A091 佐藤贋二 Tl1.4.1 T11.12.12 

A092 前島熊吉 Tl1.4.1 Tl1.l2.12 

A093 松本吉三郎 T11.4.1 T11.12.12 
~ 

A094 金子葵 T11.12.15 ? 補第十五

A095 福山道人 T12.4.19? 補第五

A096 浪江新右衛門 Tllふ6 T12ふ3

A097 松村敬一郎 Tl1.5.6 T12.5.3 

A098 西春英夫 Tl1.5.19 T12ふ3
，、

A099 機関是 Tl1.5.19 T12.5.3 

A100 宮本英一郎 Tl日1.ιl T12.6.30 

A10l 阪口寅 T12.9.27 

A102 徳田賓重 Tl1.4.1 T12.9.27 

A103 湊秀雄 Tl1.4.1 T12.9.27 S5.6.21 

A104 村上久信 T11.5.6 T12.9.27 

A105 近藤春雄 Tl1.6.16 

A106 古川清一 T11.6.16 Tl2.9.27 

A107 大瀧計治郎 T11.8.29 T12.9.27 

A108 粛藤政一郎 Tl2.3.31 T12.7.26 

A109 贋瀬剛 Tl2.5.15 
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AllO 高田正信 Tl2.5.l6 

All1 矢追進 T13.6.30? 第ーから第十へ

A1l2 赤野四郎 Tl3.4.26 

A1l3 津村幹三 T13.l1.11? 八級俸下賜

A1l4 木村忠雄 Tl2.6.l8 T14.5.22 Tl4ゑ18

A1l5 高橋和夫 Tl2.6.l8 T14.5.22 

A1l6 戸;事隼太 Tl2.6.l8 Tl3.l2.11 

A1l7 畑山邦雄 Tl2.6.l8 

A1l8 橋垣剛 Tl4ふ22

A1l9 上村堅用 Tl2.l2.25 

A120 上村勇之助 Tl4.9.l8 

A121 酒井権太郎 Tl4.6.22 S2.5.11? 十級俸下賜

A122 伊藤章信 S2.l2.22? 七級俸下賜

A123 山下宗治 S2.12.22? 七級俸下賜

A124 鈴木権太郎 S3.l2.20? 九級俸下賜

A125 田嶋隆弐 S4.l1.28? 十級俸下賜

A126 相内禎介 S3.1.31 S5.7.31 

A127 沖源三郎 S3.l2.2? S5.6.7? 補第一

A128 原憲治 S3.l2.2? S5.6.7? 補近衛

A129 井上一男 S4.9.l4 S6.4.l5 

A130 菅野保之 S6.l2.l7 

A131 =木幸雄 S7.4.4 

A132 高井一太郎 S7.4.21? 六級俸下賜

A133 辻秀治郎 S7.4.2P 六級俸下賜

A134 隅水準一郎 S4.1.24 S7.6.20? 九級俸下賜

A135 小川淳吉 S7.5.2 

A136 高橋俊士 S7.5.2 S8.4.28 

A137 永淵芳夫 S7.5.2 S8.4.28 

A138 阪埜淳吉 S8.4.28 

A139 古木一夫 S7.5.2 S8.4.28 

A140 西原周二 S9.8.31 

A141 池田和美 SlO.1.31 

A142 高柳貞逸 SlO.1.31 

A143 林田清春 SlO.3.30 
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AI44 畑逸郎 S 10.7.1 5 

A145 小川利明 SlO.3.l8 

A146 水鳥勉 SlO.3.l8 

A147 川村蕎三 SlO.9.5 

A148 高橋敬 SlO.9.5 

A149 森近章 SlO.9.5 

A150 安粛誠六 SIl.l.31 

A151 増田徳一 SIl.l.31 

A152 渡温良穂 SIl.l.31 

『官報jの「叙任及辞令」欄などを根拠に筆者作成。以下、同じ。

表2:海軍法務官

識5]IjNo. 氏名 試補任官 法務官任官 退職 備考

N001 安藤守義 Tl1.4.l 

N002 内田重成 Tl1.4.l Tl4.3.l9 

N003 荻原竹治郎 Tl1.4.l 

N004 小田垣常夫 Tl1.4.l 

N005 尾畑義郎 Tl1.4.l 

N006 小池毅一郎 Tl1.4.l Tl3.2.20 

N007 小池康澄 Tl1.4.l 

N008 佐藤俊龍 Tl1.4.l Tl3.2.20 

N009 潮見茂樹 Tl1.4.l 

N010 杉山義太郎 TllιI S3.l 2.1 6 

N011 染川源之丞 Tl1.4.l S9.l0.22 

N012 高島慰 Tl1.4.l TI3.3.5 

N013 戸田忠孝 Tl1.4.l 

N014 西川清 Tl1.4.l 

N015 諸津安治 Tll.4.l 

N016 宮下道=郎 Tl1.4.l Tl2.3.31 

N017 山田三郎 Tl1.4.l 

N018 山本孝治 Tl1.4.l 

N019 吉村幹三郎 Tl1.4.l S6.3.31 

N020 加古哲太郎 Tl1.5.l2 

N021 松団員男 Tl1.5.l2 
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N022 樋口芳包 Tl1.7.1 

N023 高頼治 Tl1.10.2? 補呉

N024 岡村賛二 Tl2.2.20 

N025 安田太郎 Tl2.3.20 TI2.7.31? 賜十級俸

N026 平瀬米蔵 Tl2.3.23 Tl2.7.31? S8.6.15 賜十級俸

N027 岡村喜久雄 Tll.l0.13 Tl2.11.13 

N028 楠田直方 Tl4.3.31? L 賜九級俸

N029 仁礼愛之 Tl4.3.31? 賜九級俸

N030 島田清 Tl5.3.31 賜六級俸

N031 鈴木正一 Tl5.7.1 S2.3.l 

N032 瀧川政澄 S2.3.l 

N033 山田亀之助 S3.3.31 

N034 井崎冨之介 S4.2.20 

N035 金井重男 S4.2.20 

N036 小西武夫 S4.2.20 

N037 飯田信一 S6.4.13 S8.2.15 

N038 飯田正敏 S6.4.13 S8.2.15 

N039 由布喜久雄 S9.1.15? 
任海軍法務官兼海軍

司法事務官

N040 馬場東作 S8.4.? * SI0.2.27 
N041 中島武雄 S8.4.? * S10.2.27 

*馬場 (1985目 21.25)による。日付までは記されていない。

陸軍法務官152人に占めるルーツメンバーの比率は、ルーツメンバー(1)に限れば40.8%であり、

ルーツメンバー (n)を含めるとちょうど50%になる。これに対して、海軍法務官41人におけるルー

ツメンバー率は46.3%である。

さて、前出の陸軍法務官及海軍法務官任用令第3条は、「陸軍法務官試補ハ陸軍軍法会議、海軍法

務官試補ハ海軍軍法会議ニ於テ一年六月以上実務ヲ修習シ実務修習試験ニ合格シタル者ニ非サレハ之

ヲ本官ニ任用スルコトヲ得ス」と定めている。しかし、上表からは「一年六月以上」が相当柔軟に運

用されていたことがわかる。

A077-A086およびA088-A094の陸軍法務官試補期間がきわめて短いとみなされるのは、彼らが

1922 (大正11)年4月 1日より前には理事試補にあってその実務修習期間(8)も算入しているためで

ある。陸軍法務官及海軍法務官任用令附則にこう規定されていた。

理事試補又ハ主理試補タリシ者ヲ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ニ採用シタル場合ニ於テハ理
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事試補又ハ主理試補ノ実務修習ノ期間ハ之ヲ本令ニ依ル実務修習ノ期間ト着倣ス

しかも、同附則は「本令施行後二年ヲ限リ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ノ実務修習ノ期間ハ

九月迄之ヲ短縮スルコトヲ得」と定めていた。 A096~ A099、A102-A104、A106およびA107の試

補としての実務修習期聞が1年弱なのは、この経過措置を根拠としている。

ただし、経過措置が適用されないにもかかわらず、 A136、A137およびA139の実務修習期間は 1

年にも足りず、「一年六月以上Jに達していない。海軍法務官試補では、 N025とN026は6か月余り

の実務修習期間と思われ、先の経過措置が定める9か月を満たしていなし、。一方で、 N031はちょう

ど11，Q土であるが、 N037、N038、N040、およびN041になると、実務修習期間は 1年10か月にも及
んでいる。

馬場 (N040)は「試補は期聞が1ヶ年半ときめられていたが、従来から一年十ヶ月位の期間とさ

れていたJ(馬場 1985:25)と書いている。その試験、すなわち実務修習試験について馬場は、「こ

の試験の内容ははっきり記憶していないが、記錦を与えられて意見書を書いたり判決を起案するもの

で、あったと思うJとし、 I合格するのは当たり前Jとまで言う(同:25-26) 0 i受験中は毎晩中島君〔同

期受験者〕と飲んでいたJ(同:26)とも回想しているから、そこに誇張があったとしても手続きを

踏むためのかなり形式化した試験だ、ったのだろう。

2 陸軍法務官152人の配属先

陸会第9条は常設の軍法会議として、高等軍法会議と師悶軍法会議を定めている。一方、大正10年

法律第86号により朝鮮に朝鮮軍軍法会議が置かれた(第 1条)。同第2条には「陸箪軍法会議法ノ適

用ニ付テハ朝鮮軍軍法会議ヲ師国軍法会議ト看倣シ」とある。同様に、大正10年法律第87号により台

湾に台湾軍軍法会議が置かれ(第1条)、朝鮮軍に準じて、その第2条は台湾軍軍法会識を師団箪法

会議とみなすとしている。加えて、大正10年法律第88号第l条は「関東軍司令官ノ守備地域ニ関東軍

軍法会議ヲ設クJと定め、第2条はやはりこれを師団軍法会議とみなすとした。とれらさつの法律と

も施行日は陸会施行日と同日であることが各法律の附則に記されている。

そこで本節では、先の表1で示した152人のそれぞれが、高等軍法会議と21の師団箪法会議(9)、さ

らには師団軍法会議と同格とされた三つの軍軍法会議のどこにいっ配属されたか、併せてどこへいっ

転属したかを名簿にしてまとめた(表3-37)。任命日が同日の場合は識別番号順である。これによ

(8)理事試補および主理試補の実務修習については、理事主理任用令(明治27年勅令第13号)第3条がとう定めてい
た。「理事試補ハ陸軍省若クハ陵軍軍法会議、主理試補ハ海軍省若クハ海軍軍法会議ニ於テー箇年半以上実務ヲ修
習シ実務修習試験ニ合格シタル者ニ非サレハ本官ニ任用スルコトヲ得ス」
(9 )近衛師団軍法会議と第一師団から第二十師団に設置きれた軍法会議。これら師団は陸会施行時にはすべて存在し
ていた。だが、その後1925(大正14)年5月に字垣一成陸相によって行われた字垣軍縮の結果、第十三、第十五、
第十七、および第十八の四個師団は廃止された。
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り、陸軍法務官の人事面からみた各軍法会議の特徴が明らかになろう。

彼らの配属先を整理してみる と、1人の陸軍法務官が複数の軍法会議法務官を兼務する事例が少な

くない。たとえば、 次のような人事が発令されている (1925(大正14)年12月21日付 『官報j第3998

号548頁)。

陸軍高等軍法会議

法務官陸軍法務官鈴木直太郎

免本職補近衛師団軍法会議法務官兼陸軍高

等軍法会議法務官

〔十二月十九日陸軍省〕

これにより鈴木直太郎 (A038)は高等軍法会議法務官から、近衛師団軍法会議を主務とし、 高等

軍法会議を副務とする陸軍法務官に転じたのである。以下では副務として補された場合は配属年月日

をイタリックに して網掛けをした (海軍法務官の場合も同じ)。そして、備考欄に本務先を記した。

ちなみに、この 「陸軍高等軍法会議法務官陵軍法務官」が示すよ うに、『官報jにおける肩書き表記

は「陸軍高等軍法会議法務官」という職名を先に、「陸軍法務官Jという官名を後に置く。

(1)高等軍法会議

高等軍法会議は常設軍法会議の上告審であり(陸会第11条)、 その法廷構成は判士3人と法務官2

人であった (陸会第51条)。

表3:高等軍法会議法務官

識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考

A024 小林光二 Tl1.4.1 

A038 鈴木直太郎 Tl1.4.l Tl4.l2.l9ア (近衛)

A042 富山単治 Tl1.4.l Tl2.3.l7 (関東)

A043 中山庸次郎 Tl1.4.l 

A052 藤井金之 Tl1.4.l 

A056 松本慶次郎 Tl1.4.l Tl3.3.l1イ* *退職

A061 湯原 綱 Tl1.4.l 

A017 小川関治郎 iTll:S.コボ吋 本務は近衛

A017 小川関治郎 Tl3.3.l1イ

A043 中山庸次郎 Tl3.l2.22 

A024 小林光二 Tl4.l2.l9ア

A038 鈴木直太郎 IT14.12.19J 本務は近衛
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A038 鈴木直太郎 S4.6.21 

A048 日高己雄 S4.6.21 

A060 山田喬三郎 S5.l2.20 S7.4.21 (近衛)

A036 杉原理太郎 b$6.12.12~ 本務は第

A057 松本倭文雄 S6.l2.26 

A036 杉原理太郎 S7.6.9 

A080 大塚操 S7.6.9 

A016 大山文雄 S9.l2.20 

A029 匂坂春平 S8.l2.20 

A105 近藤春雄 !S8.12.201 本務は近衛

注.配属年月日、 転属年月日の末尾にあるカタカナは、ポストの継承関係を表している。この表でいえば、鈴木(A038)
の転属年月日と小林 (A024)の配属年月日は同日であり、それぞれ「ア」と付けて、両者でポストがリレーされ
たことを示した。以下、同じ。

高等軍法会議では2件 (ア・イ)のポストの継承が確認できた。
**小川 (2∞0:234)による。日付までは記されていなし、。

高等軍法会議の配属者は大塚 (A080)と近藤 (A105)を除き全員がルーツメンバー (1)である。

大塚も試補から法務官に任ぜられたのは1922(大正11)年6月16日であり、ほほルーツメンバー(II)

に近い。近藤は副務として補されたにとどまる。要するに、上告審だけにベテランの陸軍法務官で固

められていた。おそらくそれゆえに、 事例は少ないが高等軍法会議法務官の転属先は近衛師団軍法会

議か関東軍軍法会議という、後述のとおり第一審の中では格上の軍法会議である。

(2 )師団軍法会議

表4:近衛師団軍法会議法務官 (司令部所在地は東京)

識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日 (転属先) 備考

A017 小川関治郎 Tl1.4.l Tl3.3.l1ア (高等)

A024 小林光一 fTllAコ] 本務は高等*

A027 近藤輿次郎 Tl1.4.l TI4.4.8イ (関東)

A070 高津雄 lI.lIl.耳 Tl3.3.l1 (第一) 本務は第一

A083 白川久雄 Tl1.10.l 

A036 杉原理太郎 TI3.3.11ア Tl 3.1 2.1 1ウ (第一)

A085 三浦健敏 T13.ll.11 

A042 富山単治 Tl3.l2.11ウ

A088 岡村峻児 Tl4.4.8イ S9.4.l4エ (朝鮮)

-86-



明治大学社会科学研究所紀要

A019 河村正克 Tl4.4.30 

A072 高塚憲太郎 Tl4ふ22 S2.5.l1オ(第六)

A038 鈴木直太郎 Tl4.l2.l9 

A105 近藤春雄 S2ふ11オ

A085 三浦健敏 S3.3.l0 

A105 近藤春雄 S3.3.l0 

A025 小林砂吉 S4.6.21 

A128 原憲治 S5.6.7 S8.l2.20カ(第一兼近衛)

A097 松村敬一郎 S6.3.l7 S7.l2.27キ(第一)

A060 山田喬三郎 S7.4.21 

A113 津村幹= S7.l2.27キ

AI05 近藤春雄 S8.l2.20カ

A002 浅野清名 回.12.20] 本務は第一

A128 原憲治 !s8.':12:20) S9.5.24 (近衛専補) 本務は第

A020 菊地魔吉 S9.4.l4エ SlO.l2.20ク(関東)

A128 原憲治 S9.5.24 SlO.1.31 (第九)

A142 高柳貞逸 SlO.1.31 

A040 竹津卯一 SlO.l2.20ク

A051 藤井喜一 Sl1.3.7 

8件(ア~ク)のポスト継承が認められた。

*r官報』表記は「補陸軍高等軍法会議法務官近衛師団軍法会議法務官」であって、「兼」が入っていない。1922(大正
11)年4月4日付第2898号制頁。

表5:第一師団軍法会議法務官(司令部所在地は東京)

識別 No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考

A003 篤晴興 Tl1.4.l Tll.lO.ll (朝鮮)

A050 福田光次 Tl1.4.l Tl1.9.l2ア(第十四)

A060 山田喬三郎 Tl1.4.l S5.l2.30 (高等)

A070 高津雄二 Tl1.4.l T14.4.30 (第五)

A088 岡村峻児 Tl1.4.l T13.3.l1イ(関東)

A047 服部国造 Tl1.9.l2ア T13.l2.l1ウ(朝鮮)

Al11 矢追進 Tl2.3.7エ(第十)

A048 日高己雄 Tl2.3.7エ

A039 鈴木忠純 Tl2.5.3 Tl4ふlオ (第十一)

A017 小)11関治郎 ft12.ゑ'22i Tl2.l0.l3 (免第一) 本務は近衛
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A077 告森果 E12.1oJSJ 本務は第四

A042 富山単治 Tl3.3.11イ Tl3.12.11ウ (近衛)

A036 杉原E皇太郎 Tl3.12.11ウ S7.6.9カ(高等)

A079 池田武雄 Tl4.5.1オ S5.6.7キ(第二)

A072 高塚憲太郎 fI1孟2.!副 Tl5.6.21 (免兼職) 本務は近衛

A023 小幡通徳 S4.12.12 S7.12.27ク (朝鮮)

A127 沖源三郎 S5.6.7キ S7.4.4 (第十)

A060 山田喬一郎 ES:z2‘;WJ S7.4.21 (近衛) 本務は高等

A097 松村敬一郎 宮工3 S7.12.27 (第一専補) 本務は近衛

A029 匂坂春平 S7.4.21 S8.12.20ケ (高等)

A034 島田朋三郎 S7.6.9カ

A097 松村敬一郎 S7.12.27ク SlO.6.20コ (第九)

A1l3 津村幹一 :57.12.271 本務は近衛

A002 浅野清名 S8.12.20ケ SlO.8.8 (関東)

A128 原憲治 S8.12.20 S9.5.24 (近衛)

A098 西春英夫 S9.8.31 

A081 岡田痴ー SlO.6.20コ

A004 新井朋重 S10.10.2 

10件 (ア~コ)のポスト継承が認められた。

繰り返し確認すると、陸軍法務官及海軍法務官任用令第3条には、陸軍法務官試補は陸軍軍法会議

で、海軍法務官試補は海軍軍法会議で実務修習をすることと定めていた。軍法務官がいずれかの軍法

会議で実務修習を受けることをrox軍法会議附」とよんだ。『官報jでは次のように記載された(1922
(大正11)年4月4日付第2898号、 86頁)。

第一師団軍法会議附ヲ命ス

〔四月一日陸軍省〕

陸軍法務官試補小関正之

高等軍法会議および近衛師団軍法会議には、陸軍法務官試補が軍法会議附として配属されなかった。

上告審である高等軍法会議とともに、近衛師団軍法会議も別格的な位置づけで、あったのである。対照

的に、第一師団軍法会議には多くの陸軍法務官試補が配属された。以下、各軍法会議に配属された法

務官試補のデータも軍法会議ごとに掲げていく 。
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表6:第一師団軍法会議附陸軍法務官試補

識glJNo. 氏名 法務官試補任官 法務官任官 備考

A082 小関正之 Tl1.4.l Tll.6.l6 

A083 白川久雄 Tl1.4.l Tll.6.l6 

A085 三浦健敏 Tl1.4.l Tll.6.l6 

A086 菊藤克明 Tl1.4.l Tl2.8.22? * *補第七

A102 徳田寅重 Tl1.4.l Tl2.9.27 

A103 湊秀雄 Tl1.4.l Tl2息27

AllO 高田正信 Tl2.5.l6 

A1l9 上村堅用 Tl2.l2.25 

A121 酒井権太郎 Tl4.6.22 S2.5.l1? * *補第三

A126 相内禎介 S3.1.31 S5.7.31 

A134 隅水準一郎 S4.1.24 S7.6.20? * *九級俸下賜

A135 小川淳吉 S7.5.2 

A136 高橋俊士 S7.5.2 S8.4.28 

A137 永淵芳夫 S7.5.2 S8.4.28 

A139 古木一夫 S7.5.2 S8.4.28 

A145 小川利明 SlO.3.l8 札 一 1.，， 1v企5・a ‘・、.0'

A146 水鳥 勉 SlO.3.l8 J''':~~}~.工?

A147 川村幕三 SlO.9.5 え手ffすj、

A148 高橋敬 SlO.9.5 私設J久子、唱曲 ・、唱 可4・ J~" 

A149 森近章 SlO.9.5 九l・二1ζ“~ ~弘q、、

A150 安粛誠六 Sll.l.31 
、・可 ， . も内 唱曲l、! 唱
ι、“司、-.-.. .. ~ 

A151 増田徳一 Sll.l.31 も 4 乍、f'

A152 渡遁良穂 Sll.l.31 胃， .‘'・~' ・恥'司'. 

表7:第二師団軍法会議法務官(司令部所在地は仙台)

識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考

A009 伊東司直 Tl1.4.l Tl2.6.26ア(第十四)

AlOO 宮本英一郎 T14.9.l8イ(第六)

A021 衣川荘蔵 Tl2.6.26ア S5.3.31ウ(第八)

A107 大瀧計治郎 Tl2.9.28 

A020 菊地康吉 Tl3.3.l1 Tl4.5.22? * *第十二へ

A094 金子英 T13.6.30 S3.6.l9エ (朝鮮)
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A104 村上久信 T13.l2.l1 T15.l1.13 (第十二)

A063 朝日武敬 T14.9.18イ

AI03 湊秀雄 S3.3.10 

A051 藤井喜一 S3ふ19エ

A011 井上清二 S5.3.31ウ S8.9.29* 

A079 池田武雄 S5.6.7 S8.1.19 (第十四)

A078 岩田真四 S5.6.21 S7ゑ22オ(第三)

A130 菅野保之 S7.9.22オ

A070 高津雄二 SI0.3.7 

5件(ア~オ)のポスト継承が認められた。

トー

識別No.

AI00 

AI07 

識別No.

A025 

A039 

A075 

A080 

A055 

A097 

A046 

AI05 

A121 

AI0l 

A124 

A034 

A093 

A040 

A130 

A078 

表8:第二師団軍法会議附陸軍法務官試補

氏名 | 法務官試補任官 | 法務官任官
宮本英一郎 I T11.4.1 I TI2.6.3 
大瀧計治郎 I T11.8.29 T12.9.28 

表9:第三師団軍法会議法務官(司令部所在地は名古屋)

氏名 配属年月日 転属年月日(転属先)

小林砂吉 Tl1.4.1 S4.6.21ア(近衛)

鈴木忠純 Tl1.4.1 TI2.5.3イ(第一)

矢嶋昌良 T11.4.1 Tl1.4.24 (第八)

大塚操 Tl1.6.16 T13.1.21 (第四)

松下英男 Tl1.12.15 T14ふlウ(関東)

松村敬一郎 T12.5.3イ S3.6.19エ(第七)

根本荘太郎 TI4.5.1ウ S6.6.23オ(第九)

近勝春雄 T14.12.l9 S2ふ11カ(近衛)

酒井権太郎 S2ふ11カ

阪口賓 S3.6.19エ

鈴木権太郎 S4.11.28 (第五)

島田朋三郎 S4.6.21ア S7.6.9 (第一)

松本吉三郎 S5.3.31 S7.4.4 (第八)

竹津卯一 S6.6.23オ S8.12.20 (関東)

菅野保之 S6.12.18 S7.9.22キ(第二)

岩田真四 S7.9.22キ S9ふ28(第六)
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A120 上村勇之助 S7ゑ22 S10.10.2ク(第五)

A022 黒木喬 S7.6.9 SlO.1.12ケ(第六)

A076 山上宗治 S9.3.15 

A014 大田原清美 SlO.1.12ケ

A137 永淵芳夫 SlO.10.2ク

9件(ア~ケ)のポスト継承が認められた。

表10:第三師団軍法会議附陸軍法務官試補

識J]1jNo. 氏名 法務官試補任官 法務官任官

A079 池田武雄 Tl1.4.l T11.6.l6 

A080 大塚操 T11.4.l Tll.6.16 

A097 松村敬一郎 T11.5.6 T12.5.3 

表11:第四師団軍法会議法務官(司令部所在地は大阪)

識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先)

A021 衣川荘穣 Tl1.4.l Tll.l0.1 * 
A044 生井耕造 Tl1.4.l 

A077 告森県 Tl1.4.l8 S6.6.23 (朝鮮)

A089 柳田新治 T1 l.l 1.6 Tl3.1.21ア(第十八)

A092 松本音吉郎 Tl1.l2.l2 S5.3.31 (第三)

A058 水野米次郎 T12.2.21 Tl4.4.30イ*

A080 大塚操 Tl3.1.21ア Tl4.7.20 (関東)

A018 河内貞織 T14.5.lイ

A071 高瀬二郎 T14.7.20 S7.6.21ウ(第十六)

A129 井上一男 S6.4.16 

A094 金子英 S7.4.21 SlO.12.20ヱ(第十二)

A031 津田巌 S7.6.21ウ 88.6.22 (関東)

A070 高津雄二 ? 810.3.7 (第三)

A055 松下英男 SlO.12.20エ

4件(ア~エ)のポスト継承が認められた。

識別No.

A093 

表12:第四師団軍法会議附陸軍法務官試補

氏名 法務官試補任官

松本吉三郎 I Tl1.4.1 

法務官任官

Tl1.12.12 
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A087 柳原文雄 Tl1.4.1 T11.8.29依願免官

A104 村上久信 Tl1.5.6 Tl2.9.27 

A108 斎藤政一郎 Tl2.3.31 Tl2.7.26依願退官

A1l4 木村忠雄 Tl2.6.18 Tl4ふ22

表13:第五師団軍法会議法務官(司令部所在地は広島)

識5l1JNo. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考

A028 佐伯藤三郎 Tl1.4.1 T11.12.15ア(第六)

A031 津田巌 Tl1.4.1 T14.5.30イ(第六)

A072 高塚憲太郎 Tl1.4.1 Tl2.4.18ウ* * r免本職j
A090 中村季吉 Tl1.l2.15ア Tl4.4.30エ* *退職

A095 福山道人 Tl 2.4.1 8ウ

A102 徳由貿重 Tl2.9.28 

A070 高津雄二 Tl4.4.30エ S6.6.23オ(第十)

A002 浅野清名 T14.5.1 S3.6.19カ(台湾)

A103 湊秀雄 Tl4.5.30イ S2.4.15 (第十二)

A010 伊藤政喜 S3.6.19カ S7.4.21 * *退職

A081 岡田痴一 S3.12.6 S5目6.20キ(関東)

A124 鈴木権太郎 S4.11.28 

A027 近藤奥次郎 S5.6.20キ

A037 鈴木重義 S6.6.23オ

A122 伊藤章信 S7.3.15 S10.10.2ク(第十)

A136 高橋俊士 S8.4.28 

A004 新井朋重 S10.1.14 (第一)

A037 鈴木重義 SlO.1.l2 

A120 上村勇之助 SlO.10.2ク
」ー

8件(ア~ク)のポスト継承が認められた。

識別 No.

A091 

表14 第五師団軍法会議附陸軍法務官試補

氏名 | 法務官試補任官 | 法務官任官
佐藤虜二 I Tl1.4.1 I Tl1.l2.12 
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表15:第六師団軍法会議法務官(司令部所在地は熊本)

識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転腐先) 備考

A049 康問平王郎 T11.4.1 Tl1.l2.l5ア(第十)

A059 三好次太郎 T11.4.1 T14.5.30イ(第十四)

A084 中川治安 Tll.6.l9 Tl4.4.30* *休職

A028 佐伯藤三郎 T11.12.15ア S4.6.21ウ(第十一)

A023 小幡通徳 T12.3.7 T14.4.30エ(第十二)

A098 酉春英夫 T14.4.30エ S2ふ11オ(台湾)

A031 津田巌 T14.5.30イ T15.6.21カ(第十六)

A114 木村忠雄 T14.5.22 T14.9.18キ* *退職

A100 宮本英一郎 T14.9.18キ

A014 大田原清美 T15.6.21カ S7.12.12 (関東)

A081 岡田痴ー 52.5.11オ S3.12.6 (第五)

A072 高塚憲太郎 53.9.6 S5.12.20ク(朝鮮)

A055 松下英男 54.6.21ウ S7.4.21ケ(第十二)

A123 山上宗治 S5.12.20ク S9.3.15 (第三)

*r第六師団軍法会議附

A110 高田正信 S7.4.21ケ S9.6.28コ* 兼関東軍軍法会議法務

官ヲ命ス」

A139 古木一夫 58.4.28 

A078 岩田真四 S9.6.28コ

A022 黒木喬 510.1.12 

10件(ア~コ)のポスト継承が認められた。

表16:第七師団軍法会議法務官(司令部所在地は旭川)

識別No. 氏名 配属年月日 転属年月日(転属先) 備考

A086 寮藤克明 Tl1.8.22 

A037 鈴木重義 Tl1.4.1 Tl3.3.11 (第十五)

A047 服部国造 T11.4.1 T11.9.12ア(第一)

A007 池田直矢 Tl1.9.12ア T14.5.15* *退職

A10l 阪口賓 T12.9.28 S3.6.19イ(第三)

A011 井上清二 T14.6.10 55.3.31 (第二)

A097 松村敬一郎 S3.6.19イ S6.3.l7ウ(近衛)

A064 大久保省二 54.10.10 

A113 津村幹三 54.l0.l0 (第九)
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